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えべつ を一緒に
盛り上げませんか？

江別市では、平成２８年度から「地域おこし協力隊」制度を活用しており、

熱意とアイデアをもった市外からの移住者が隊員となり、地域と協力しながら、

まちづくりや将来の起業・定住に向けた取組を進めています。

あなたも地域おこし協力隊として、ここ「えべつ」で地域と一緒に新たな

１歩を始めてみませんか？

※バス運転手・地域魅力発信推進員として委嘱された場合、３年間で最大

１００万円を受け取ることができる支援制度を整える予定です。

江別市地域おこし協力隊
募 集 要 項

「地域おこし協力隊」とは、地方において地域外から

の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動を積極

的に行ってもらい、定住・定着してもらうことで、地

域力の維持・強化を図る制度です。

申込受付期間
令和８年３⽉１２⽇（⽊）〜令和８年９⽉３０⽇（⽔）
※募集定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。 バス運転手

募集
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旧ヒダ工場を再生「ＥＢＲＩ」

小麦ハルユタカ

江別市立病院

子育てひろば ぽこあぽこ 外国語指導助手による授業

１ 江別市の横顔

江別観光協会ゆる認定キャラクタ－

「えべチュン」

市内には、市が運営する「江別市立病院」、一次
救急を行う「江別市夜間急病センター」のほか、６
つの病院、６０の診療所が所在し、地域医療連携
の推進により安心、安全な医療提供体制が取られ
ています。

江別市立病院

野幌森林公園

医療
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２名

バス運転手・地域魅力発信推進業務

江別市では、バス事業者３社によるバス路線網が整備されており、市民の生活の足として

重要な役割を担っております。

しかし、近年バス利用者の減少などによる採算性の問題に加え、運転手不足が深刻化して

おり、現状の路線を維持することが難しくなってきていることから、市とバス事業者が連携

を図り、バス路線網の維持に向けた課題解決に取り組むことが必要となっております。

隊員は、バス路線網を維持するため、路線バスの運転業務のほか、バス運転手の確保に向

けた情報発信などを行います。

また、大型自動車第二種運転免許を有していない場合は、資格取得後に路線バスの運転業

務を行います。

【取り組んでもらう業務】

・江別市内を運行する路線バスの運転業務

・バス運転手の確保に向けた情報発信や地域の魅力発信業務

・その他、地域活性化に係る業務

＜具体的な業務内容＞

・大型自動車第二種運転免許の取得（※既に取得している方は除く）

・路線バスの運転

・就職説明会やＳＮＳなどを通じて、運転手の魅力・業務内容や地域の魅力を発信 等

＜求める人物像＞

・バスの運転に興味のある方

・安全運転に対する意識が高い方

・思いやりを持って乗客対応ができる方

２ 募集人数

３ 委託予定業務
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以下の資格要件のすべてに該当する方が、申込みできます。

(1) ３大都市圏内の都市地域等（過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しない地域）又

は一部の政令指定都市に現に住所を有しており、任用の通知があってから任用を開始

するまでの間に、江別市へ住民票を異動し居住することができる方

※ ３大都市圏：東京圏・大阪圏・名古屋圏／政令指定都市：札幌市など（道内は

札幌市のみ）

※ 現住所が該当するか不明な方は、お問い合わせください。

※ 住民票に記載の住所と実際の居住地が一致している状態で応募してください。

(2) 地域協力活動に深い理解と熱意を有し、健康で誠実に職務が遂行できる方

(3) 地域協力活動終了後に、江別市に定住する意向を持っている方

(4) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条に規定する欠格条項に該当しない方

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員

でない方

(6) 普通自動車運転免許を有し、取得してから１年以上経過しており、日常の運転に支障

のない方

１ 委嘱形態

江別市地域おこし協力隊設置要綱に基づき、委託隊員として江別市長が委嘱します。そ

の後、管理事業者であるバス事業者と雇用契約を締結し、地域おこし協力隊としての活動

を推進していただきます。

※ 管理事業者…市が地域おこし協力隊の活動の支援を行うことを認めた法人

２ 管理事業者

夕張鉄道株式会社（夕鉄バス）

３ 委嘱期間

委嘱開始の日から令和９年３月３１日まで。

※ 更新により最長３年。

※ 委嘱期間終了後は、雇用先のバス事業者での雇用を継続する予定です。

４ 申込資格

５ 勤務条件等

【地方公務員法第 16条抜粋】
（欠格条項）
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若し
くは選考を受けることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑
に処せられた者

四 日本国憲法施行の日[昭和二二年五月三日]以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴
力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
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４ 福利厚生及び勤務時間・休日等

① 隊員を雇用する各管理事業者の就業規則に準じます。

② 大型自動車第二種運転免許の取得に要する経費は江別市が負担します。

③ 就職してから１年経過後５０万円、２年経過後２５万円、３年経過後２５万円の支援金

を江別市から交付予定です。（ただし、予算の範囲内での交付となります。）

※ 就職してから大型自動車第二種運転免許を取得する方は、取得してから１年経過ご

とに交付。

待 遇 内 容

報酬

(令和８年３月１日現在)

・月給１８６，９００円

・年収３００万円～３８０万円

・賞与年２回（令和６年度実績４.０ヶ月分 ※初年度は減額あり）

・乗合運転手当、貸切運転手当、時間外手当（平均２０時間）、家族給、通勤手

当、暖房手当 ほか

※ 社会保険加入予定。上記から税、社会保険料等の自己負担分が差し引かれます。

住居

住宅手当の支給があります。

※ 支給額は家賃（基本額）分５５，０００円まで。それを上回る金額は自己負担

となります。

※ 仲介手数料は市が負担します。

※ 上記以外、入退去時に係る諸費用（敷金、ハウスクリーニング代等）のほか、

住居に係る光熱水費等の維持管理に係る経費は本人の負担とします。

福利厚生

・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、マイカー通勤可（駐車場あり）、

制服・制帽貸与

・予算の範囲内で、各種研修に参加することができます。

活動に必要な経費 予算の範囲内で事業者が負担します。

勤務時間・休日等

・５：４１～２１：２４の間でシフト制、勤務時間は７時間～８時間

・休日は原則、４週間で６日間

・６ヶ月経過後の年次有給休暇日数１０日

勤務先 野幌営業所（江別市東野幌町１２番地の４）

起業支援

任用最終年度（３年目）及び、退任日から１年以内に市内で起業する隊員に対し、

１００万円を上限として起業に要する経費を補助する制度を用意しています。

諸条件がありますので、利用の際は事前に江別市にご相談願います。
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（１）申込受付期間

令和８年３月１２日（木）から令和８年９月３０日（水）１７時１５分まで【必着】

※ 募集定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。

※ 応募フォームまたは郵送、持参により提出してください。提出された書類は返却しま

せん。

※ 申込書等の提出書類は、雇用する管理事業者と共有します。

※ 締切後の申込みは、理由を問わず受け付けません。

（２）提出書類（下記申込先まで提出してください）

【応募フォームで応募する場合】

①応募フォームに必要事項を入力

※ 江別市のホームページに応募フォームがあります。

※ 共通書類である②～④をお手元に準備のうえ応募してください。

【郵送、持参する場合】

①江別市地域おこし協力隊申込書

※ 江別市のホームページからダウンロードしてください。

※ メールアドレスは受信設定をするなどして、連絡が可能なものを記載してください。

【共通書類】

②住民票の写し（申込時点のもの／本籍、マイナンバーの記載は必要ありません）

③運転免許証の写し（両面）

④運転記録証明書（過去５年分）の写し

※ 発行は自動車安全運転センターです。

区 分 時 期 内 容

①第一次選考

（書類選考）

申込受付後、２週間以内を

目途に実施します。

申込書をもとに書類選考し、選考結果を応募者全員

に通知します。

②第二次選考

（面接試験）

第一次選考の合格通知にて

お知らせします。

第一次選考合格者を対象に、市とバス事業者で個人

面接を行います。

詳細は第一次選考の合格通知にてお知らせします。

会場：江別市民会館（江別市高砂町６番地）

③最終合格通知
面接後、１週間以内を目途

に通知します。
最終合格結果は、選考後速やかにお知らせします。

※ 試験の結果、合格者のない場合があります。

※ 申込みにかかる費用（申込書提出、面接時の交通費など）は、全て申込者の自己負担となります。

※ 申込資格がないこと、申込書の記載事項に事実と異なること等が判明した場合、または、最終合

格通知後の健康診断実施によりバスの運転に適さない健康状態が判明した場合は、合格、採用を

取り消す場合があります。

６ 申込手続

７ 選考方法
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(1) 江別市への転入の手続きは、必ず最終合格通知後に行ってください。

それ以前に住所を異動させると申込資格がなくなり、採用を取消しする場合があります。

(2) 選考の経過や結果についてのお問い合わせには応じられません。

(3) 提出された個人情報については本申込みのみに使用し、その他の目的には使用しません。

(4) 本事業は、議会における令和８年度予算の成立を前提に実施するものです。予算の成立

状況により、本募集内容を変更する場合がありますので、あらかじめご承知おきくださ

い。

(5) その他不明な点は「申込み・お問い合わせ先」までお問い合わせください。

８ その他

【申込み・お問い合わせ先】

〒067-8674 北海道江別市高砂町６番地 江別市役所企画政策部企画課企画係

☎ 011－381－1015（企画課直通） 担当 小川・西田

E-mail kikaku@city.ebetsu.lg.jp

【隊員を雇用する管理事業者】

夕張鉄道株式会社（夕鉄バス）

〒06８-０４２５ 北海道夕張市若菜２番地１９

☎ 0123－56－6306


